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令和５年３月  

社会福祉法人川口市社会福祉事業団 

 

≪ 応 募 さ れ る 方 は 必 ず お 読 み く だ さ い ≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 川口市社会福祉事業団は、川口市が設置した社会福祉施設を管理運営するために、昭和５９年

４月１日に設立された社会福祉法人です。 

２ 給料、勤務時間及び休暇等の勤務条件については、就業規則、給与規程等によります。なお、

勤務場所によって、夜間勤務や土日、祝日勤務があります。 

3 職員は、福祉に関する専門的知識や技能に加え、健全な心身が求められます。採用後は研修規

程に基づき、各種研修を受講し、資質の向上や教養の向上を図ります。 

４ 福祉総合職とは川口市社会福祉事業団が管理運営する高齢者施設、障害者施設、母子・児童施

設、などにおいての介護業務、指導員業務、相談業務や事務局での法人運営業務などに従事する

職です。 

募集職種は福祉総合職です。 

 

川口市社会福祉事業団が掲げるのは 

「主役はあなた ともに歩み ともに育む」です。 

 

地域に根差した安全で安心な福祉サービスと利用者本位のサービ

スを提供し、川口市の福祉の向上に努めることが我々の使命です。 

この使命に賛同し、ともに活躍してくれる人、ともに努力を惜しま

ない人、その様な方の応募をお待ちしています。 



１．募集職種・募集人数・応募資格 

募集職種 募集人数 必 要 な 学 歴 ・ 資 格 年  齢 

福祉総合職 ３人 

○学校教育法による大学、短期大学、高校を卒

業したかた、または令和５年３月までに卒業

見込みのかたで、次の①から④のいずれかの

資格を取得したかた、または令和５年３月ま

でに資格を取得見込みのかた。 

① 社会福祉主事任用資格 

② 介護福祉士 

③ 社会福祉士 

④ 介護職員初任者研修以上 

※ただし、④については資格取得見込みのか

たを除きます（適性検査実施日現在資格を

取得しているかた）。 

平成９年４月２日 

以降に生まれたかた 

≪主な配属先≫ ※配属先は採用日に決定します 

特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、障害者生活介護事業所、

就労継続支援事業所、その他事業団が管理運営する施設 

 

※ 学校教育法に定める専修学校・各種学校（年間授業時間数が６８０時間以上の学校）を卒業の

かた（または見込みのかた）で次の用件に該当するかたは、原則としてそれぞれ「短大卒」、「高

校卒」の扱いとします。 

 

 ＜短大卒扱い＞ 

  ・専修学校については、修業年限２年以上の専門学校を卒業したかた（または見込みのかた）。 

  ・各種学校については、高校（３年）卒を入学資格とする修業年限２年以上の課程を卒業した

かた（または見込みのかた）。 

 

 ＜高校卒扱い＞ 

  ・専修学校については、修業年限３年以上の高等課程を卒業したかた（または見込みのかた）。 

  ・各種学校については、中学卒を入学資格とする修業年限３年以上の課程を卒業したかた（ま

たは見込みのかた）。 

 

※ 学校教育法に定める大学を卒業したかたで、学校教育法に定める専修学校・各種学校（年間

授業時間数が６８０時間以上の学校）を卒業のかた（または見込みのかた）は、「大学卒」の扱

いとします。 

 

 

 

 

 

 



２．試験等の実施方法及び内容 

試験は適性検査及び個人面接を行います。 

 ≪適性検査「ＳＰＩ」≫ 

科 目 時 間 内          容 

能力検査 

性格検査 

２時間

程 度 

コミュニケーション能力や思考力の高さを知るための能力検査 

職務への適応性や性格特徴を知るための性格検査 

≪個人面接≫ 

科 目 時間 内          容 

個人面接 ３０分 
業務遂行能力や人物・人柄について、受験される方と面接官３名に

よる個人面接 

 

３．試験等実施日・実施会場・合格発表 

科 目 試 験 等 実 施 日 実 施 会 場 

適性検査 

令和５年６月１日（木）または６月２日（金） 

※応募者の希望を考慮のうえ日時を決定します。 

※午前９時３０分～／午後１時３０分～ 
高齢者総合福祉センター 

「サンテピア」１階大会議室 

川口市大字赤井１０５５番地 
個人面接 

令和５年６月１５日（木）または 6 月１６日（金） 

※応募者の希望を考慮のうえ適性検査実施後に

日時を決定します。 

合格発表 令和５年６月下旬に文書で通知します。 

 

４．申し込み手続及び受付期間 

申込期間 令和５年３月１日（水）～ 令和５年５月２６日（金） 

申込方法 

○郵送の場合・・・申込期間内消印有効 

 必ず特定記録又は簡易書留で郵送してください（これによらない場合の事故に 

 ついては責任を負いません）。 

 申込期間間際に郵送されますと、書類の不備等があった場合に受験できない場 

 合がありますので、お早めにご郵送ください。 

○持参の場合・・・申込期間内に申し込み 

日曜日、土曜日、祝日は除く。９時から１７時まで 

申込場所 

〒３３４－００７３ 

川口市社会福祉事業団 本部事務局 庶務係（サンテピア１階） 

所在地：川口市大字赤井１０５５番地 電話：０４８（２２９）３３８７ 

提出書類 

○「川口市社会福祉事業団職員採用試験申込書」①及び② 

○成績証明書  

○卒業証明書または卒業見込証明書 

○社会福祉主事任用資格、介護福祉士、社会福祉士、介護職員初任者研修の資格

証（原本を確認のうえ、写しをいただきます。） 

※郵送の場合は、資格証の写しを郵送し、適性検査実施日に原本を持参してくだ 

さい。 

注意事項 
○申込書は、記載漏れ等のないよう正確に記入してください。 

○提出書類は、一切返却しません。 



５．合格から採用まで 

   試験の合格者は、成績順に採用を決定します。 

採用は、令和６年４月１日となります。 

   提出した書類に虚偽があった場合、卒業見込みのかたが卒業できなかった場合、資格取得見

込みのかたが資格を取得できなかった場合、その他、理事長が不適当と認めた場合は、採用を

取り消します。 

 

６．給 与 

  初任給（本俸＋調整手当（本俸の８％）） 

   大学卒 １８８，７８４円～ 短大卒 １６８，８０４円～ 高校卒 １５６，７０８円～ 

 

  ※実務経験等の経歴については、本事業団所定の基準により経歴換算し、本俸に加算して支給

します。 

  ※上記のほか、支給要件に該当するかたには、扶養手当、通勤手当（交通機関利用の場合、最

高５０，０００円／月）、住居手当（賃貸のみ、最高２８，０００円／月）、資格手当（介護

福祉士２，０００円／月、社会福祉士２，０００円／月、介護支援専門員２，０００円／月）、

特殊勤務手当、夜間勤務手当、期末・勤勉手当（令和３年度４．１ヶ月）等が支給されます。 

※本事業団の職員は、民間会社の社員と同じように厚生年金制度、健康保険制度及び労働保険 

に加入します。 

      

７．その他 

   川口市社会福祉事業団職員就業規則の規定により、採用の日から 6 ヶ月間は試用期間となり

ます。試用期間中又は試用期間満了の際、引き続き職員として勤務させることが不適当と認め

られた場合は、採用を取り消し、本採用は行いません。 

 

８．問い合わせ 

   社会福祉法人川口市社会福祉事業団 本部事務局 庶務係 

    〒334-0073 川口市大字赤井１０５５番地 電話 ０４８（２２９）３３８７（代表） 

    Ｅ-ｍａｉｌ honbu-pc@fukushi-kawaguchi.jp 

    ＵＲＬ http://www.fukushi-kawaguchi.jp/ 

 

※ 申し込み手続き等で来所をお考えの方は、事前にご連絡頂きますようお願いいたします。 

 

 ＭＥＭＯ 


